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就学に関する支援制度のご案内
　町では、小学生から大学生までの子どもを持つ家庭に対し、
さまざまな資金支援制度を設けています。支援を希望するかたは、
教育委員会事務局　学校教育係（役場庁舎２階　☎76-0201）ま
でお問い合わせください。

名　称 就学援助制度 奨学金貸付制度 入学準備金貸付制度 教育資金利子補給金交付制度

種　別 助　成（返還不要） 貸　付（無利子）
※返還は卒業６か月後から

貸　付（無利子）
※返還は入学６か月後から

助　成（返還不要）

対象者 町立小・中学校に通う児
童生徒の保護者 本人または保護者 保護者 教育ローンの貸付けを受

けた保護者

内　容 給食費、学用品費、修学
旅行費などに対する助成

授業料などに対する貸付
例大学生月額40,000円

入学費用に対する貸付
例大学入学予定者500,000円

過去１年間に支払った教
育ローンの利子分を助成
( 限度額30,000円 )

申 請 条 件

（主なもの）

◎児童扶養手当などを受
けている世帯

◎生活保護を受けている
世帯

◎住民税などの非課税・
減免世帯

◎その他経済的にお困り
の世帯　　　　　など

◎町内に１年以上居住していること
◎連帯保証人を立てられること
◎同種の貸付を受けていないこと
◎住民税などを滞納していないこと　など

◎町内に１年以上居住し
ていること

◎ローンの返済に滞納が
ないこと

◎住民税などを滞納して
いないこと　など

２. 制度の概要

１. 利用できる制度

※　　　に該当するかたが支援制度の対象になります

※詳細については、以下および次のページをご覧ください

小 学 校 中 学 校 高 校 な ど 大学・短大・専門学校など

就 学 援 助 制 度

奨 学 金 貸 付 制 度

入 学 準 備 金 貸 付 制 度

教育資金利子補給金交付制度

申
請
期
限

　

令
和
３
年
４
月
分
か
ら
援
助
を
希
望
す
る
場
合

２
月
26
日
㈮
ま
で

※
就
学
援
助
申
請
は
年
度
途
中
で
も
受
け
付
け
て
い
ま

す
。
認
定
さ
れ
た
場
合
は
翌
月
分
ま
た
は
、
翌
々
月

分
か
ら
支
給
し
ま
す
。

　

経
済
的
理
由
に
よ
り
就
学
資
金
の
調
達
が
困
難
な

か
た
の
た
め
に
、
奨
学
金
ま
た
は
入
学
準
備
金
の
貸

付
を
行
い
ま
す
。

貸
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
た

 

①
中
学
校
（
入
学
準
備
金
の
み
）、
高
等
学
校
、
高
等

専
門
学
校
、
大
学
（
短
大
）
ま
た
は
専
修
学
校
（
高

等
課
程
・
専
門
課
程
）
に
在
学
中
ま
た
は
入
学
が

確
実
で
あ
る
こ
と

②
美
里
町
に
１
年
以
上
居
住
し
て
い
る
こ
と
（
就
学

希
望
者
が
通
学
の
た
め
、
一
時
的
に
町
外
へ
居
住

す
る
こ
と
は
可
）

③
住
民
税
な
ど
を
滞
納
し
て
い
な
い
こ
と

④
入
学
金
、
授
業
料
な
ど
の
調
達
が
困
難
で
あ
る

こ
と

⑤
連
帯
保
証
人
を
１
人
立
て
ら
れ
る
こ
と

⑥
同
種
の
貸
付
を
受
け
て
い
な
い
こ
と　

な
ど

※
申
請
受
付
後
に
所
得
審
査
が
あ
り
ま
す
。

申
請
期
限

①
奨
学
金
（
令
和
３
年
４
月
分
か
ら
貸
付
を
希
望
す

る
場
合
）
４
月
30
日
㈮
ま
で

奨
学
金
・
入
学
準
備
金
貸
付
制
度

②
入
学
準
備
金
（
今
年
度
中
に
貸
付
を
希
望
す
る
場

合
）
２
月
12
日
㈮
ま
で

貸
付
額
（
限
度
額
） 

　

日
本
政
策
金
融
公
庫
や
金
融
機
関
な
ど
の
「
教
育

ロ
ー
ン
」
の
貸
付
け
を
受
け
た
保
護
者
に
対
し
て
、

前
年
１
年
間
に
返
済
し
た
利
子
の
一
部
（
限
度
額

３
万
円
）
を
助
成
し
ま
す
。

申
請
期
限

２
月
26
日
㈮
ま
で

奨 学 金
( 月額 )

入学準備金
(１回 )

中 学 校 貸付制度なし 200,000円

高 等 学 校 20,000円 250,000円

高等専門学校 30,000円 250,000円

大 学・ 短 大 40,000円 500,000円

専 修 学 校
( 高　等 )

20,000円 250,000円

専 修 学 校
( 専　門 )

30,000円 500,000円

教
育
資
金
利
子
補
給
金
交
付
制
度

各
支
援
制
度
の
申
請
方
法

　

各
支
援
制
度
に
よ
り
、
条
件
・
必
要
書
類
は
異

な
り
ま
す
。
ま
ず
は
お
気
軽
に
教
育
委
員
会
事
務

局　

学
校
教
育
係
（
☎
76
‐
０
２
０
１
）
に
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【相談無料】生活の困りごとをご相談ください！
秘密厳守

　「生活が苦しい」　「なかなか仕事が見つからない」　「ひきこもりの家族のことが心配
で…」など、生活に不安を抱えているかたは、ひとりで悩まず、まずは相談してください。
　「どこに相談したらいいか分からない」かたも、まずは相談してみませんか。専門の
相談員が一緒に課題を整理し、あなたと一緒に困りごとの解決に取り組みます。

電話相談

アスポート相談支援センター埼玉北部

FAX 048-577-6883　 jiritsu-kita@mirror.ocn.ne.jp

開所時間　午前８時30分～午後５時
　　　　　毎週月～金曜日（祝日、年末年始を除く）

FAX／メール相談

☎0 4 8 - 5 7 7 - 6 8 8 3

費　　目 小学生 中学生

学用品費 11,630円 22,730円

通学用品費
(１年生除く ) 2,270円 2,270円

新入学学用品費
(１年生のみ ) 51,060円 60,000円

校外活動費
( 宿泊無し ) 1,600円 2,310円

校外活動費
( 宿泊有り ) 3,690円 6,210円

給　食　費 実費相当額 実費相当額

修学旅行費 実費相当額 実費相当額

※令和２年度の場合

援
助
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
た

　

前
年
度
ま
た
は
本
年
度
に
お
い
て
次
の
い
ず
れ
か
に

該
当
し
、
援
助
が
必
要
と
教
育
委
員
会
が
認
め
る
か
た

①
生
活
保
護
を
受
け
て
い
る
世
帯

②
生
活
保
護
が
停
止
ま
た
は
廃
止
さ
れ
た
世
帯

③
住
民
税
非
課
税
世
帯
ま
た
は
住
民
税
、個
人
事
業
税
、

固
定
資
産
税
、
国
民
年
金
、
国
民
健
康
保
険
税
の

減
免
世
帯

④
児
童
扶
養
手
当
ま
た
は
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費

受
給
世
帯

⑤
生
活
福
祉
資
金
の
貸
付
を
受
け
て
い
る
世
帯

⑥
そ
の
他
、
経
済
的
に
お
困
り
の
世
帯

援
助
費
（
年
間
支
給
限
度
額
）

　

経
済
的
な
理
由
に
よ
り
就
学
が
困
難
な
児
童
生
徒

の
保
護
者
に
対
し
、
費
用
の
一
部
を
援
助
し
ま
す
。

就
学
援
助
制
度

美
里
町
要
保
護
及
び
準
要
保
護
児
童
生
徒


